
第４章【2023 年 5 月改訂】 
 

確定拠出年金制度の概要 

 
 

この問題集は、投資関連を主体とするものですが、主な読者層として、
イデコや企業型年金といった確定拠出年金制度に関わる方を想定してい
ます。そのため、確定拠出年金制度の概要についても、問題を掲載しまし
た。 

なお、確定拠出年金制度は、法令に基づく制度ですので、問題の解答・
解説では、できるだけ、下記の法令等の条文を参照しています。 

法律：確定拠出年金法（法） 
政令：確定拠出年金法施行令（令） 
省令：確定拠出年金法施行規則（規則） 
法令解釈通知：確定拠出年金制度について（解釈） 
参照にあたっては、法、令、規則、解釈、という略語を用い、条文表示

についても、次のように略記しています。 
（例）確定拠出年金法第 4 条第 1 項第 3 の 2 号→法 4-1(3 の 2) 

 
 

 
 
 
 
 
 確定拠出年金は、拠出された掛金が個人ごとに明確に区分され、掛金と
その運用収益との合計額をもとに年金給付額が決定される年金制度です。 
 制度の区分として、企業が掛金拠出の主体となる企業型年金と、加入者
自身が掛金拠出の主体となる個人型年金（iDeCo：イデコ）とがあります。 
 確定拠出年金は、 (1)中小零細企業や自営業者に十分普及していない、
(2)離転職時の年金資産の持ち運びが十分確保されておらず労働移動へ
の対応が困難、という従来の制度の問題点に対処するものとして、2001
年 10 月に公的年金を補完する新たな選択肢として導入されました。 
 

 
（参照）厚生労働省 

 
  

 

１ 確定拠出年金制度の位置づけ 
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《問 4-1-1》確定拠出年金制度の特徴 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 拠出額と運用結果によって給付額が変動し、元本保証はない。 
2) 加入者自身が運用リスクを負い、老後生活が不安定になるリ

スクがある。 

3) 自身で運用商品を選択して投資を行う確定拠出年金制度で
は、結果としてマイナスの利回り（元本割れ）が生じ得るが、元
本確保型商品を選択すれば、必ず元本割れは避けられる。 

4) 確定拠出年金制度には、専業主婦や公務員は加入できない。 

 

■解答・解説 

1)○正。個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期にその結果
に基づいた給付を受けることができる制度で、元本保証はない。法 1。 

2)○正。自身の運用指図次第で、給付が変化し、想定額に届かないリスク
がある。法 1。 

3)×誤。元本確保型商品は、基本的に元本は確保されるものであるが、提
供する金融機関が破綻したような場合（例えば、預金にかかるペイオ
フ）には、元本が減額される場合もあり得る。また、転職などにより中
途で売却することとなった場合には、市場価値で評価・売買されること
となるので、元本割れとなることもあり得る。 

4)×誤。2016 年改正で、専業主婦（夫）も公務員も、個人型年金に加入
できることとなった。法 1，9，62。 

 

 

 
 
 
 
 
 企業型年金は、事業主が拠出の主体となるもので、その制度運用の内容
を定めるのが、労使合意による企業型年金規約です。その構造を、ざっと
概観できるように示すと、下の図のようになります。それぞれの項目につ
いては、以降で説明しますが、必要に応じ、この図に立ち戻って、全体像
の中での位置づけを確認して下さい。 
 
■企業型年金の全体像 

 
 
 

 

２ 企業型年金の概要 
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□企業型年金の構造 
 企業型年金の構造のイメージは、下の図のようになります。 
 制度を設立する際には、労使合意による企業型年金規約を作成します。 
このなかに、加入者とする範囲や資産運用の方法などが規定されますの
で、企業型年金規約は非常に重要です。 
 制度の運営に関わる外部の機関には、運営管理機関と資産管理機関が
あります。運営管理機関は、個々の加入者の記録（記録関連）や運用の指
図（運用関連）に関わるもので、区分すると、ヒトに関わっているものと
言えます。一方、資産管理機関は、事業主から掛金を受け入れ、その掛金
を、運営管理機関がとりまとめた運用指図に基づいて、商品を提供する金
融機関に振り分け、また、運営管理機関を経由した指示に基づいて、給付
を支払います。区分すると、カネに関わっているものと言えます。 
 
■企業型年金の構造イメージ 

 
 
 

《問 4-2-1》企業型年金規約 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 企業型年金規約は、労使合意で作成し、厚生労働大臣に届け出
る必要がある。 

2) 労働組合がない時は、従業員の同意は不要である。 

3) 事務費を事業主が全額負担する場合には、規約に規定する必
要はない。 

4) 「運用の方法の提示に関する事項」としては、具体的な運用商
品名を規定する必要がある。 

5) 事業主と加入者の名称を規約で明示する必要がある。 

 

■解答・解説 

1)×誤。届出では足りず、厚生労働大臣の「承認」が必要。法 3-1。 

2)×誤。厚生年金被保険者の過半数で組織される労働組合がある時は、そ
の同意で足りるが、それがない時は、過半数を代表する者の同意が必要
である。法 3-1。 

3)×誤。「事務費の負担に関する事項」は、加入者等にとっても重要であ
り、必ず規約に規定する必要がある。この中に、「投資教育に要する費
用の額又はその算定方法、その負担の方法」も含まれる。法 3-3(11)。 

4)×誤。運用方法の種類の規定で差し支えないとされている。法 3-3(8)。 
5)×誤。事業主の名称と加入者の範囲は必要があるが、個々の加入者の名

称までは必要ない。法 3-3。 
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《問 4-2-2》企業型年金の加入対象者 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 企業型年金に加入できる対象者の範囲は、企業型年金規約に
記載が必要である。 

2) 企業型年金の加入について定めることのできる一定の資格
は、「一定の職種」、「一定の勤続期間未満（または以上）」、「一定
の年齢未満（または以上）」「希望する者」の４つである。 

3) 加入者となることを希望する者のみを加入対象とする場合、
事業主掛金の拠出に代わる措置を規定しなければならない。 

4) 会社役員も企業型年金に加入することが可能である。 

5) 厚生年金被保険者となっているパート労働者を加入者から除
外する場合には、事業主掛金に代わる代替措置が必要である。 

■解答・解説 

1)〇正。加入資格を定める場合は、規約に記載する必要がある。法 3-3(6)。 
2)×誤。「一定の年齢以上」とすることはできない。「一定の年齢未満」に

はできるが、60 歳より低い年齢にはできない。ただし、企業型年金開
始時又は企業型年金加入者の資格取得日に運用期間が短い 50歳以上の
従業員を対象外にすることは可能である。法 3-3(6)、解釈 1-1。 

3)×誤。この場合、拠出に代わる措置は必要だが、規約に定める必要のあ
る事項ではない。法 3-3、解釈 1-1(4)。 

4)〇正。70 歳未満の厚生年金被保険者は、会社役員も企業型年金の加入
対象者。除外は「一定の職種」の定めが必要。法 2-6、3-3、解釈 1-1。 

5)×誤。「労働条件が著しく異なっている者」（客観的で合理的な判断が必
要）に対しては代替措置なしでも可。法 2-6、3-3、解釈 1-1。 

 

《問 4-2-3》企業型年金における加入と脱退 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 他の企業年金からの移行では、元の加入者全員を加入させる
必要がある。 

2) 同時に二つ以上の企業型年金の加入者となることはできな
い。 

3) 企業型年金加入者が 60 歳未満で退職した場合、加入者資格を
喪失するのは、退職日の翌日である。 

4) 勤務期間が 30 年以上で、満 60 歳の定年の１年前に定年退職
扱いで企業型年金加入者の資格を喪失した者は、企業型年金運
用指図者になることができる。 

 

■解答・解説 

1)×誤。加入を希望しない者について、代替措置を選ばせるような移行も
可能である。法 3-3(6)、解釈 1-1(1)。 

2)〇正。加入する企業型年金を選択する必要があり、自ら選択しない場合
でも、法令による法定選択が行われる。法 13、令 10。 

3)〇正。基本的な考え方は、資格取得の日は事態発生日、資格喪失の日は
事態発生日の翌日である。ただし、企業型年金規約で定めた年齢到達時
には、到達日に資格を喪失する。［法 11、10、12、14、3-3(6)、解釈 1-

1(1)③］。法 11、10、12、14。 

4)×誤。基本的に、60 歳より前に企業型年金加入者の資格を喪失した者
は、個人型年金の方に移ることになる。法 15、11。 
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《問 4-2-4》企業型年金における運営管理機関 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 事業主は、事業主掛金を企業型年金規約で定める日までに運
営管理機関に納付する必要がある。 

2) 運用管理業務を行うのは、運営管理機関ではなく資産管理機
関である。 

3) 運用関連運営管理機関は、加入者等の運用方法の選択に関し
て、利益の見込みや損失の可能性の他、加入者等が運用の指図を
行うために必要な情報を提供しなければならない。 

4) 運営管理機関になる者は、厚生労働大臣と財務大臣の登録が
必要である。 

5) 運用商品を提供する銀行などの金融機関は、運営管理機関に
なることはできない 

 

■解答・解説 

1)×誤。掛金の納付先は、カネを扱う資産管理機関。法 21。 

2)×誤。「運用管理業務」とは、「運用の方法の選定及び加入者等に対する
提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供」であり、運営管理機関の
役割である。法 2-7。 

3)〇正。法 24、規則 20。 

4)×誤。登録を受ける必要のある主務大臣は、厚生労働大臣および内閣総
理大臣である。法 88，114。 

5)×誤。法の制定過程では利益相反の観点から慎重な意見もあったが、運
用商品提供機関も、運営管理機関になることができる。法 88-2． 

 

《問 4-2-5》企業型年金における資産管理機関 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 給付を受ける権利は、受給権者の請求に基き、資産管理機関が
裁定する。 

2) 資産管理機関は、正当な理由がある場合を除き、事業主との資
産管理契約の締結を拒絶してはならない。 

3) 資産管理機関は、加入者等が行った運用の指図の取りまとめ
を行う。 

4) 主務大臣の登録を受けた法人となれば、資産管理機関になる
ことができる。 

 

■解答・解説 

1)×誤。給付の裁定は、資産管理機関ではなく、記録関連運営管理機関等
が行う。法 29。 

2)〇正。資産管理機関が利益の出る契約のみを選別することを排除し、事
業主が制度を実施ができないのを防ぐ趣旨であろう。法 8-2。 

3)×誤。運用指図の取りまとめは、記録関連運営管理機関の役割である。
法 2-7､25。 

4)×誤。資産管理機関は、第三者のために資産を保全する役割を有してい
る必要があり、信託会社、生命保険会社、損害保険会社、農業共同組合
連合会に限定されている。法 8-1。 
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 個人型年金は、個人が拠出の主体となるもので、国⺠年金基金連合会が
運営しており、その登録を受けた運営管理機関の中から各人が選択して、
その運営管理機関の提供する運用商品に投資するものです。 

その構造を、ざっと概観できるように示すと、下の図のようになりま
す。それぞれの項目については、以降で説明しますが、必要に応じ、この
図に立ち戻って、全体像の中での位置づけを確認して下さい。 
 

■個人型年金の全体像 

 

 

□個人型年金の構造 
 個人型年金の構造のイメージは、下の図のようになります。 

この制度は、国⺠年金基金連合会が、厚生労働大臣が承認した個人型年
金規約に基づいて運営しています。掛金拠出は、自営業者等では直接行い
ますが、企業の従業員では、事業主に給与天引きの協力義務があります。 

国⺠年金基金連合会は、掛金等の積立金の管理の事務を、金融機関に
委託することができますが、加入希望者の資格審査と、拠出限度額の管理
については、自ら行う必要があります。 

個人型年金の運営管理機関は、複数の登録運営管理機関の中から、加
入者自身が選定することとなります。各運営管理機関が商品提供機関に
よる運用商品を提示していますので、運営管理機関の選択は、運用可能商
品の範囲に直結しており、非常に重要です。 

 

■個人型年金（iDeCo）の構造イメージ 

 

  

 

２ 個人型年金の概要 
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《問 4-3-1》個人型年金での国民年金基金連合会 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 個人型年金の運営管理機関は、国⺠年金連合会が指定する。 

2) 信託銀行は、個人型年金の資産管理機関になることができる。 
3) 国⺠年金基金連合会は、個人型年金規約を作成し、厚生労働大

臣の認可を受けなければならない。 

4) 国⺠年金基金連合会は、自ら運営管理業務を行うことができ
る。 

5) 国⺠年金基金連合会は、加入資格の確認は自ら行う必要があ
るが、加入者の拠出限度額管理は他に委託できる。 

6) 個人型年金の給付は、資産管理機関から支払われる。 

 

■解答・解説 

1)×誤。個人型年金の運営管理機関は、加入者が選択するもの。法 65。 

2)×誤。個人型年金では、資産管理機関は必要とされていない。 

3)×誤。必要なのは、認可ではなく、承認である。法 55-1。 

4)×誤。連合会は、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託しな
ければならない。確定拠出年金法 60-1。 

5)×誤。加入者資格の確認及び掛金の限度額内の確認は、他に委託できな
い。法 61-1(5)。 

6)×誤。個人型年金には、資産管理機関はなく、国⺠年金基金連合会（事
務は金融機関に委託）が給付を支給する。法 61-1(5)、規則 37-1(3)。 

 
 

《問 4-3-２》個人型年金の加入資格 
    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 私立学校教職員共済制度加入者も、個人型年金に加入できる。 
2) 企業型年金や他の企業年金がない事業所の厚生年金の被保険

者でも、20 歳になるまでは個人型年金に加入できない。 

3) 選択制の企業型年金で、加入者とならないことを選択した者
は、個人型年金の加入者になることはできない。 

4) 農業者年金の被保険者となった場合、個人型年金の加入資格
を喪失する。 

5) 中小企業退職員共済制度の加入者となった場合、個人型年金
の加入資格を喪失する。 

 

■解答・解説 
1)〇正。2016 年改正で、公務員共済の加入者および私立学校教職員共済

の加入者も、個人型年金に加入できることとなった。 
2)×誤。厚生年金の被保険者には、20 歳以上の加入制限はない。 
3)×誤。2016 年改正で、個人型年金が「個人の自助努力を支援する制度」

と位置づけられ、この場合や企業型年金で一定の勤続が加入資格となっ
ている場合の条件充足前の加入待期者も、加入できることとなった。 

4)〇正。農業者年金は、税制優遇のある年金制度であり、そこで税制優遇
を受けるために加入資格はなくなる。 

5)×誤。中小企業退職員共済制度は、退職金制度の一つと位置づけられ、
年金制度ではないので加入資格は喪失しない。 
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《問 4-3-3》個人型年金における加入と資格喪失 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 国⺠年金の保険料半額免除の対象となった場合、個人型年金
の加入資格を喪失する。 

2) 個人型年金の資格を取得するのは、国⺠年金基金連合会に加
入の申出をした翌日である。 

3) 個人型年金加入者は、拠出を中断して個人型年金運用指図者
になることができる。 

4) 個人型年金運用指図者が、資格を喪失するのは、死亡したと
き、個人型年金に個人別資産がなくなったとき、個人型年金加入
者となったとき、であり、資格喪失日は、それに該当した日の翌
日である。 

 

■解答・解説 

1)〇正。確定拠出年金は公的年金を補完するもので、国⺠年金の保険料の
減免を受ければ、加入資格はなくなる（障害基礎年金受給中で国⺠年金
の保険料納付免除の場合、産前産後免除者を除く）。法 62-1。 

2)×誤。加入の申出をした日に資格を取得する。法 62-2。 

3)〇正。個人型年金加入者は、脱退は不可だが、国⺠年金基金連合会に申
し出て、掛金の拠出を行わない個人型年金運用指図者となることがで
きる。（この場合、その当日に加入者資格を喪失する。）法 64-2。 

4)×誤。資格喪失の事態は正しいが、個人型年金加入者となったときの資
格喪失日は、それに該当した日である。法 64-4。 

 

 
 
 
 
 確定拠出年金制度の掛金には、拠出限度額があり、企業型年金で、確定
給付型の企業年金がない場合には月当たり 55,000 円で、ある場合には半
分の月当たり 27,500 円です。個人型年金では、自営業者等は月当たり
68,000 円です。また、厚生年金の被保険者で企業年金（確定給付型、企
業型年金）がない場合および専業主婦（夫）は、月当たり 23,000 円です。 

2022 年 10 月からは、企業型年金の加入者が個人型年金にも加入でき
る場合が拡大され、企業型年金の拠出限度額から企業型年金の掛金を控
除した額で、確定給付企業年金なしの場合は月額 20,000 円まで、ありの
場合（公務員を含む）は月額 12,000 円まで、が拠出限度額となりました。 
■加入対象者の区分と拠出限度額 

 

 

４ 企業型年金と個人型年金の掛金 
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《問 4-4-1》企業型年金の掛金(1) 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 事業主掛金の算定方法は、定額もしくは給与に対する一定率
のいずれかとされている。 

2) 事業主掛金が定額の場合には、基本的に加入者全員について
同額とする必要がある。 

3) 企業型年金で給与の一定割合を掛金の拠出基準とする場合、
ある加入者について拠出限度額を超えていても、制度加入者全
員についての合計拠出額が拠出限度額の全員合計分以内であれ
ば、拠出可能である。 

4) 加入者が拠出することのできる企業型年金で、事業主の拠出
額が拠出限度額に満たない場合、その加入者は、不足分までの金
額を自ら拠出することができる。 

 

■解答・解説 

1)×誤。両者の組み合わせ（その他これに類する方法）も可能。法 4-1(3)。 
2)〇正。不当差別防止の観点から、定額では全員同額が必要。解釈 1-2(1)。 
3)×誤。拠出限度額のチェックは、各人ごとの拠出額単位。法 20。 

4)×誤。企業型年金加入者掛金は、事業主掛金以内かつ合算で拠出限度額
以内。2022 年 10 月からは、企業型年金加入者個々人の個人型年金への
加入について、個人型年金への加入とマッチング拠出とのいずれかを
選択することが可能となった。［法 19、20、4-１(3 の 2)。 

 

 

 

《問 4-4-2》企業型年金の掛金(2) 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 事業主は、企業型年金加入者掛金を決定させる際に、複数の金
額もしくは事業主掛金に対する複数の割合を提示できる。 

2) 確定給付企業年金に加入している企業の従業員の拠出限度額
は、月あたり 27，500 円である。 

3) 確定給付型の年金がなく、企業型年金のみを実施している企
業の企業型年金加入者は、規約に定めがあれば、個人型年金にも
加入して、月額２万円までの掛金を拠出することができる。 

 

 

■解答・解説 

1)×誤。企業型年金加入者掛金の額は、複数の具体的な額から選択できる
ようにしなければならないとされており、事業主掛金に対する複数の
割合は認められない。法 19-3、解釈 1-3。 

2)〇正。確定給付企業年金（経過的に厚生年金基金も含む）に加入してい
る場合の拠出限度額は、基本的に、加入していない場合の１月あたり
55，000 円の半分の１月あたり 27，500 円である。令 11。 

3) 〇正→＜法改正＞×誤。2020 年法改正により、2022 年 10 月より、個
人型年金への加入について、企業型年金規約における定めは不要とな
り、企業型年金における拠出限度額の減額調整も不要となった。［法 69、
令 36、111。 
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《問 4-4-3》個人型型年金の掛金 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1)  自営業者などが個人型年金に拠出できる金額は、１月あたり
68,000 円の拠出限度額から、国⺠年金基金への掛金または国⺠
年金の付加保険料相当額を控除した額である。 

2) 個人型年金では、拠出額を限度額の範囲で毎年変えることが
できる。 

3) 公務員が個人型年金に加入する場合、一月あたりの拠出限度
額は、２万３千円である。 

 

■解答・解説 

1) 〇正。この自営業者等の加入者を「第１号加入者」といい、厚生年金
被保険者であり 65歳未満で国⺠年金の第２号被保険者でもある加入者
を「第２号加入者」という。また、国⺠年金の第３号被保険者たる加入
者（「第３号加入者」）の拠出限度額は、１月あたり 23,000 円である。
［法 69、令 36］ 

2)〇正。個人型年金の掛金拠出額は、個人型年金規約第 73 条に従い、拠
出限度額の範囲で、１月あたり 5，000 円以上で 1，000 円単位の金額
を、各個人型年金加入者が任意に設定（決定・変更）することができる。
法 68-2。 

3)×誤。公務員については、確定給付型の年金払い退職金があることか
ら、個人型年金の拠出限度額は、一月あたり１万２千円となっている。
法 68、令 36(4)。 

 

 

 
 
 
 
  

次に、確定拠出年金制度の特徴である個人による資産の運用の方法で
すが、企業型年金でも、個人型年金でも、基本的に同じ内容です。運用の
方法にかかる運用商品は、運営管理機関が提示することとなっています。 

選定する運用商品は、リスクとリターンの特性の異なるものが３つ以上
（簡易企業型年金では２つ以上）必要で、最大 35 までです。2018 年 5 月
1 日より前には、元本確保型の運用商品が１つ以上必要でしたが、その要
件は法律からは外れて、規約に委ねられることとなりました。 

運用商品の対象となるものを区分すると、下の表のようになります。 
 

■運用商品の対象 
①元本確保商品（預金保険制度等、法律により保護されているもの） 
 預貯金、金融債、金銭信託、貸付信託（預金保険制度等の対象）  
 国債、地方債、政府保証債  
 利率保証型積立生命保険、積立傷害保険、定期年金保険  
②一般の運用商品（①及び③以外の運用商品） 
 投資信託、投資法人の投資証券  
 公共法人債、外国の公共債   変額保険 等  
③一の銘柄による運用商品 
 個別社債、個別株式等（選定必須の数には含めない）      

 
 

 

５ 運用商品の提示と情報の提供 
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《問 4-5-1》運用商品の提示(1) 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 運営管理機関は、その知見に基づき、適切でなくなった運用商
品を除外する必要がある。 

2) 運営管理機関は、加入者等に対して、専門的知見に基づき、特
定の運用商品への投資を推奨することができる。 

3) 事業主は、運用管理業務を委託した運営管理機関に対し、特定
の運用商品の提示を要求することができる。 

4) 事業主は、投資に関する知識が乏しい加入者に対して、事業主
もしくは第三者への運用指図の委託を勧めることができる。 

5) 加入者に運用商品ごとの過去の利益または損失の実績を提供
する場合、少なくとも半年ごとの実績を提供する必要がある。 

6) 個人別管理資産額や個別の商品の持分に関する情報は、少な
くとも３ケ月ごとに提供する必要がある。 

 

■解答・解説 

1)〇正。運営管理機関は、適切な商品の提供責任を負う。法 23-2、26。 

2)×誤。特定の運用商品への投資や預け替えを推奨・助言することは違法
である。法 100(6)、解釈 9-2(4)。 

3)×誤。自己の利益のために特定の運用商品を提示させることは禁止さ
れている。法 43-3(2)、規則 23(1)。 

4)×誤。事業主自身や第三者への委託推奨は禁止。法 43-3(2)、規則 23(4)。 
5)×誤。少なくとも３ケ月ごと（過去 10 年間）に必要。解釈 5-2。 

6)×誤。少なくとも年１回必要。法 22、27、規則 21。 

 

《問 4-5-2》運用商品の提示(2) 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 加入者は、元本確保型の運用商品を一つは選択の必要がある。 
2) 運用指図の機会は、半年に１回以上なければならない。 

3) 運用商品の提示においては、その運用商品が元本確保型であ
るかどうかを、明示しなければならない。 

4) 運用関連運営管理機関は、運用の方法に係る情報として、金融
商品販売法で規定する重要事項を提供する必要がある。 

5) 運用商品の提示において、略称が広く認知されている場合、略
称のみの明示でも差し支えない。 

6) 運営管理機関は、運用商品の提示において個別株式を含めた
場合、それを除いて 3 種類（簡易企業型年金の場合には 2 種類）
以上のリスク・リターン特性の異なる商品が必要である。 

 

■解答・解説 

1)×誤。運用商品の選択は加入者の自由で、元本確保型（提示されていな
い場合もあり得る）を選ぶ必要はない。法 23。 

2)×誤。３ケ月に１回以上必要。法 4-1(5)。 

3)〇正。元本確保型かどうかは、加入者等にとって重要な事項であり、明
示が必要。法 23-1、解釈 4-1。 

4)〇正。必要な情報提供に含まれている。規則 20-1(6)。 

5)×誤。正式名称は明示しなければならない。法 23。 

6)〇正。個別株式は特殊な運用商品であり、必要な運用商品の数に含める
ことはできない。令 16。 
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このように提示された運用商品を適切に選択して投資することは、投
資に不慣れな個人にとっては、なかなか難しいことです。そのために、
個々人に対する投資教育が非常に重要であるとされています。 

企業型年金では、事業主が主導して制度を導入するのが通常であり、
制度導入時には、従業員に制度の内容を理解してもらう必要があります
から、頻度や内容はまちまちでも、投資教育は実施されているでしょう。 

一方、制度導入後の継続教育については、個々人の状況も異なり、有
効な投資教育の方法について、模索されてきた状況であったと思います
が、2018 年 5 月 1 日からは、元本確保型の商品必須の法定要件がなくな
り、よりリスクが高い可能性のある指定運用方法による投資が本格化す
ることもあって、従来は配慮義務であった投資の継続教育が、努力義務と
なりました。 

ただし、投資教育によって運用成果が上がる、と考えるのは短絡的で
す。むしろ、リスクを認識することで、より慎重な投資スタイルとなるこ
とが、望ましい教育成果ということになるのではないかと思います。 
 

 

 

 

 

 

《問 4-6-1》投資教育 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 事業主は、加入者等が適切な投資判断ができるよう適切な情
報の提示に努めなければならない。 

2) 事業主は、加入者等に対する投資教育について、運営管理機関
等に委託することができる。 

3) 投資教育を実施する場合の費用は、事業主負担である。 

4) 運用関連運営管理機関は、運用の方法に係る情報として、運用
プランモデルを提供する必要がある。 

5) 運用プランモデルを提示する場合、元本確保型のみで運用す
る方法による運用プランモデルを必ず含んでいる必要がある。 

 

■解答・解説 

1)〇正。事業主は、加入者等に十分な投資教育を提供する努力義務を負
う。措置の内容は規約に定める必要あり。法 22、法令解釈 3、法 3-3(12)。 

2)〇正。投資教育は、事業主自身の努力義務であるが、第三者に委託する
ことは可能である。法 22、解釈 3。 

3×誤。投資教育は、事業主の努力義務であるが、事業主負担の費用とは
されていない。その負担方法は、「事務費の負担に関する事項」として
規約に記載する必要がある。［法 33、3-3(11)、解釈 1-4(3)］ 

4)×誤。運用プランモデルの提示は、事業主の努力義務である投資教育の
一環で、運用関連運営管理機関の義務ではない。解釈 3-3(4)。 

5)×誤。ただし、提示運用方法に元本確保型が含まれるときは、元本確保
型のみの運用プランモデルも含める必要がある。法 22，解釈 303(4)。 

 

 

６ 投資教育 
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 確定拠出年金制度の法令では、下記のように、関係者の行為準則（忠実
義務や個人情報保護義務）が規定されており、加入者等の利益の保護が図
られている。 

＜事業主の行為準則＞法 43-1 
事業主は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣の処分及び企業型
年金規約を遵守し、企業型年金加入者等のため忠実にその業務を遂行
しなければならない。 
＜事業主の個人情報保護義務＞法 43-2 
事業主は、企業型年金の実施に係る業務に関し、企業型年金加入者等
の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の企業型年金加入者
等の個人に関する情報を保管し、又は使用するに当たっては、その業
務の遂行に必要な範囲内で当該個人に関する情報を保管し、及び使用
しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事
由がある場合は、この限りでない。 
＜運営管理機関の行為準則＞法 99 
確定拠出年金運営管理機関は、法令、法令に基づいてする主務大臣の
処分及び運営管理契約を遵守し、加入者等のため忠実にその業務を遂
行しなければならない。 
＜資産管理機関の行為準則＞法 44 
資産管理機関は、法令及び資産管理契約を遵守し、企業型年金加入者
等のため忠実にその業務を遂行しなければならない。 

《問 4-7-1》行為準則 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 事業主は、加入者等から企業型年金の実施状況に対する照会
があった場合、自ら誠実かつ迅速に対応する必要があり、運営管
理機関に対応させることはできない。 

2) 実施企業、運営管理機関、資産管理機関のすべてに受託者責任
が課されている。 

3) 事業主は、加入者等の利益を図るためであれば、記録関連運営
管理機関に、加入者等の個人別管理資産額の情報提供を申し入
れることができる。 

4) 事業主が、「資格を喪失後一定期間を経過した後も個人別管理
資産の移換の申出を行っていない者に対して、当該申出が速や
かに行われるよう促すため、氏名や住所等の情報を活用する場
合」は、企業型年金加入者等の個人に関する情報を使用すること
ができる企業型年金の業務の遂行に必要な範囲内に含まれる。 

 

■解答・解説 

1)×誤。運営管理機関に対応させることも可能。法 43-1、解釈 9-1(1)。 

2)〇正。加入者等保護のため、受託者責任の範囲は広範。法 43、44、99。 
3×誤。加入者等の個人別管理資産額の情報提供の申し入れは、同意があ

る等、特別な場合に限られる。法 43-2、解釈 9-1(2)。 

4)〇正。この他に、脱退一時金の受給要件判定・規約変更内容周知のため
の氏名や住所等の情報活用も範囲内。法 43-2、解釈 9-1(2)。 

 

 

７ 行為準則 
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 給付の基本は、老齢給付金です。受給開始可能年齢は、６０歳以降で、
制度に加入した期間によって、下記の図のようになっています。老齢給付
金の基本は年金での支給ですが、規約に定めがあれば、一時金での受給も
可能です。年金の場合には、一定期間の有期か、死ぬまでの終身の支給と
なりますが、積立金がなくなれば、給付は終了します。 

老齢給付金が受けられる前に障害者となった場合には、障害給付金が
受けられます。また、加入者が死亡した場合には、遺族が死亡一時金を受
給できます。脱退一時金を受給できる非常に限定的な場合もあります。 

■給付の種類と受給可能年齢 

 

《問 4-8-1》給付の受給要件など 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

1) 個人型年金では、3 年以上拠出しなければ、給付を受け取るこ
とができない。 

2) 企業型年金の加入期間が 6 年で、運用指図期間が 4 年ある場
合には、老齢給付金は 60 歳から受け取ることが可能である。 

3) ８年の通算加入者等期間がある場合には、61 歳から老齢給付
金の支給を請求することが可能である。 

4) 通算加入者等期間が 10 年以上の加入者は、老齢給付金を 60

歳から受け取らなければならない。 

5) 老齢給付金は、75 歳までには受給を開始しなければならない。 

■解答・解説 

1)×誤。自ら拠出の個人型年金では、全額の受給権が即時に付与される。
なお、企業型年金における事業主掛金相当部分に関しては、企業型年金
規約に定めることにより、勤務期間３年未満の従業員について、全部も
しくは一部を返還することを定めることも可能である。［法 3-3(10)］ 

2)〇正。老齢給付金の受給開始は、通算加入者等期間（企業型と個人型の
加入者期間と運用指図者期間の合計期間）10 年以上の場合の 60 歳が基
本で、2 年少ないと 1 歳引き上げられる。法 33。 

3)〇正。2)の解説を参照。 

4)×誤。通算加入者等期間が 10 年以上の加入者は、老齢給付金を 60 歳
から受給可能だが、受給開始は 75 歳まで延期できる。法 33､34、73。 

5)〇正。相続財産への転化の防止規定。支給を請求しないで 75 歳に到達
した時は、運営管理機関の裁定で老齢給付金を支給。法 34、73。 

  

 

８ 給付の種類と受給権 
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《問 4-8-2》給付の受給形態など 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 年金給付は支給予定期間が 5 年以上 20 年以下である必要があ
り、終身年金として受給することはできない。 

2) 年金給付としての年間の受取可能額は、個人別管理資産額の 5

分の 1 以下かつ 20 分の 1 以上でなければならない。 

3) 老齢給付金は、規約の定めにより一時金で受給することも可
能だが、その場合の支給請求は１回に限られる。 

4) 死亡一時金の支給は、加入者（個人別管理資産がある者に限
る）が死亡したときであり、その者の遺族に、資産管理機関が記
録関連運営管理機関等の裁定に基づいて支給する。 

5) 火事や大病などの真にやむを得ない場合には、税のペナルテ
ィを払えば、中途引き出しが可能である。 

 

■解答・解説 

1)×誤。終身年金の受給も可能。ただし、個人別管理資産額の範囲の受給
であり、提供運用商品の中の終身個人年金の購入となる。規則 4-1(1)。 

2)×誤。2 分の 1 以下かつ 20 分の 1 以上である必要がある。規則 4-1(1)。 
3)〇正。法 35、38、73、規則 402(1)。 

4)×誤。死亡一時金は、加入者だけでなく、加入者であった者が死亡した
ときにも、支給される。法 40。 

5)×誤。基本的に、受給可能年齢になる前に給付を受給することはできな
い。東日本大震災の際に特別に給付が支払われたことがあるが、緊急事
態についての極めて特例的な取扱いである。法 28。 

 

《問 4-8-3》脱退一時金など 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

1) 企業型年金の加入者であった場合、個人型年金に加入できる
者であっても、個人別資産額が 15，000 円以下の場合には、脱退
一時金を受け取ることができる。 

2) 60 歳以上の者や障害給付金の受給権者は、脱退一時金を受け
取ることができない。 

3) 脱退一時金の支給請求は、最後に企業型年金もしくは個人型
年金の加入者の資格を喪失してから 3年以内に行う必要がある。 

4) 企業型年金の加入者で個人別管理資産額が 10万円である者が
専業主婦となる場合、脱退一時金の支給を請求できる。 

5) 確定拠出年金の給付を受ける権利は、生活困窮など特別の場
合がある場合を除き、担保に供することはできない。 

■解答・解説 

1)〇正。個人別管理資産額が極めて少額（15,000 円以下）の場合におけ
る企業型年金からの脱退一時金の特例である。［法附 2 の 2、令 59-2］ 

2)〇正。これらの者には、老齢給付金および障害給付金として受給する途
があり、脱退一時金の受給特例は適用されない。［法附 3-1］ 

3)×誤。2 年以内（企業型年金からの脱退一時金を受給する場合には６ケ
月以内）に行う必要がある。［法附 3-1(6)、附 2 の 2-1(3)］ 

4)×誤。2022 年 5 月からは、脱退一時金の受給要件は、1)の場合の他、
通算拠出期間が５年以内かつ資産残高が 25 万円以下で、個人型年金に
加入できない場合となっている。［法附 3-1、令 60］ 

5)×誤。確定拠出年金の受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さ
えることができない。［法 32］。 
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 ポータビリティとは、持ち運びができる、ということです。確定拠出年
金では、企業型年金と個人型年金とが用意されており、基本的には、離転
職した場合でも、従来の制度での積立金を、新たな制度に移して運用を続
けることができます。すなわち、加入者等が、退職して国⺠年金の加入者
となった場合等には個人型年金（掛金拠出しない運用指図者になること
も可能）に、転職した場合は転職先の企業型年金に、資産を移換できるわ
けです。 
 このポータビリティが拡充され、2018 年 5 月 1 日より、確定拠出年金
（DC）から確定給付型年金（DB）への移換も可能になりました。 
■ポータビリティ拡充の全体像 

 
 

《問 4-9-1》ポータビリティ(1) 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

1) 企業型年金の加入者が転職した場合、転職先の企業で企業型
年金が実施されていれば、その企業型年金に、実施されていなけ
れば、個人型年金に加入して、元の企業型年金の個人別管理資産
を移換することができる。 

2) 企業型年金の加入者だった者が、資格喪失日が属する月の翌
月から６月以内に個人別管理資産を移換しなかった場合には、
自動移換される場合がある。 

3) 確定拠出年金間の移換では、移換後に同一の運用商品がある
場合に限り、移換前の運用商品で継続して運用できる。 

4) 企業型年金加入者が、自営業者（国⺠年金の第１号被保険者）
になった場合、個人型年金加入者になって、個人別管理資産を移
換しなければならない。 

■解答・解説 

1)〇正。なお、転職先で企業型年金実施の場合でも、個人型年金への資産
移換は可能。法 80．81。 

2)〇正。移換⼿続きをしないと、国⺠年金基金連合会に「自動移換」され、
確定拠出年金制度の資産ではなくなるので不利益がある。そのため、転
職後の企業の企業型年金への加入資格がある場合には、⼿続きを行わ
なくても資産移換するといった対応が行われている。［法 83、80-2］。 

3)×誤。移換時にはいったん現金化する必要があり、同じ運用商品があっ
ても、継続運用をすることはできない。 

4)×誤。掛金を拠出する個人型年金加入者だけではなく、拠出を行わない
個人型年金運用指図者になる途もある。法 62、64-2。 

 

９ 確定拠出年金のポータビリティ 
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《問 4-9-2》ポータビリティ(2) 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 企業型年金加入者が、55 歳で早期退職した場合には、企業型
年金運用指図者になることができる。 

2) 企業型年金加入者が、加入選択制の企業型年金を実施する企
業に転職した場合、加入を選択しなければ、企業型年金運用指図
者になる。 

3) 企業型年金加入者が企業型年金のない企業に転職した場合、
その者の個人別管理資産を移換することはできないため、元の
企業型年金の運用指図者になる。 

4) 個人型年金の加入者が企業型年金の加入者となった場合、そ
の企業型記録関連運営管理機関等に対し、その個人別管理資産
の移換を申し出たときは、国⺠年金基金連合会は、その者の個人
別管理資産を移換する必要がある。 

 

■解答・解説 

1)×誤。企業型年金運用指図者になることができるのは、60 歳になった
資格喪失者と障害給付金の受給権を有する者のみである。法 15-1。 

2)×誤。加入を選択しなければ、その企業型年金に個人別管理資産を移換
することはできず、企業型年金運用指図者にはなれない。法 15-1。 

3)×誤。元の企業型年金の運用指図者にはなれず、個人別管理資産は、国
⺠年金基金連合会に移換することになる。法 64、82-1。 

4)〇正。個人型年金運用指図者であった者の場合も同じ。法 80。 

 

 
 
 
 
 確定拠出年金制度では、税制が非常に重要です。 

企業型年金の事業主掛金は、事業経費として損金扱いでき、加入者たる
従業員の所得にもなりません。一方、企業型年金での加入者掛金および個
人型年金の掛金は、小規模企業共済等の掛金として、年末調整・確定申告
で控除され、税金相当額が返ってきます。ただし、本人分のみが対象で、
課税所得のない専業主婦の場合には、税制優遇は受けられません。 

給付では、年金には公的年金等控除、一時金には退職所得控除が適用さ
れます。この退職所得控除は、加入期間をベースとして適用され、勤続年
数をベースとしていた従業員の税制優遇が拡大されたものです。 

また、積立金には、法令上は特別法人税がかかることとなっています
が、課税凍結ということで、これまで一度もかかったことはありません。 
■税制 

 

 

１０ 確定拠出年金と税金 
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《問 4-10-1》掛金・積立金への課税 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 事業主掛金は、損金に算入することができ、加入者にも課税さ
れない。 

2) 個人型年金の掛金は、全額が社会保険料控除の対象となり、所
得税や住⺠税が軽減される。 

3) 企業型年金でも、従業員が拠出すれば、非課税扱いになる。 

4) 確定拠出年金の資産への特別法人税は、2026 年 3 月末まで凍
結されている。 

 

■解答・解説 

1)〇正。企業型年金の事業主掛金は、事業主から、各加入者の持分たる掛
金として、資産管理機関に拠出される。これにより、加入者の給与所得
には含まれないこととなり、課税所得とならないだけでなく、社会保険
料を算定する基礎にも算入されない。法 19、21。所得税法施行令 64(4)。 

2)×誤。個人型年金の掛金には、社会保険料控除ではなく、小規模企業共
済等掛金控除が適用されて所得税や住⺠税が軽減される。所得税法 75。 

3)〇正。事業主掛金以内かつ事業主掛金と合算して拠出限度額の範囲で
拠出できる企業型年金加入者掛金は、個人型年金の掛金と同様に、小規
模企業等共済の掛金として非課税になる。法 19、所得税法 75。 

4) 〇正。確定拠出年金の資産にも特別法人税が課されるが、課税しない
「凍結」が続いている。租税特別措置法 68 の 4。 

 

 

 

《問 4-10-2》給付への課税 

    次の記述につき、正誤を答えよ。 

 

1) 企業型年金から個人型年金への移換では、退職所得控除が適
用される。 

2) 老齢給付金を一時金で受給する場合には、公的年金等控除の
対象となる。 

3) 年金として受給する老齢給付金は、公的年金等控除の対象と
なる。 

4) 障害給付金には、課税は行われない。 

5) 死亡一時金は、非課税扱いとなる。 

6) 脱退一時金には、課税されない 

 

■解答・解説 

1)×誤。移換時には課税は行われない。 

2) 誤。退職所得控除が適用される。原則として、他の所得と切り離され
た分離課税。一時金から、拠出１年あたり 40 万円（20 年を超える分は
１年あたり 70 万円）の退職所得控除額を控除した額が課税所得（勤続
5 年以上の一般社員はその２分の１）。所得税法施行令 72-2（5）。 

3)〇正。雑所得として「公的年金等の定義」に含まれる。 

  所得税法施行令 82 の 2-2（5）。 

4) 〇正。障害給付金には、租税その他の公課は、課されない。法 32-2。 
5)×誤。死亡一時金は相続税の対象となる。相続税法 3-1（2）。 

6)×誤。。脱退一時金は、一時所得として課税される。所得税法 34 
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□DB 等の他制度掛金の反映により本来の拠出限度額管理の姿へ 
DB 等の他制度を実施している企業の企業型年金の拠出限度額は、実施

していない場合の一律半分となっています。しかし、DB 等の他制度の給
付の大きさはマチマチですので、本来は、その給付の大きさに対応する掛
金の額を勘案して、企業型年金の拠出可能額を決めるべきです。 

2024（令和 6）年 12 月から、DB 等の他制度掛金を個々の制度ごとに
把握し、それを差し引いて企業型年金の拠出可能額を決める本来の管理
方法に変更されます。DB 等に加入している者の DC 拠出限度額は、下の
図のように変化することとなります。 
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